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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した特例給付認定処分

に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答

申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  本件審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○市長（以下「処分庁」という。）

が請求人に対して、平成２８年９月９日付けでした児童手当法

（以下「法」という。）附則２条１項及び２項に基づく特例給付

認定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを

求めるものと解される。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

  児童手当の所得制限の算定において、公共事業に伴う土地売買

代金等を所得額に含めることにより、手当の減額給付となること

には問題がある。公共事業に協力した一時的な所得の増加である

ことから、不利益にならないように対応すべきである。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項に

より、棄却すべきである。  
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第５  調査審議の経過  

   審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成２９年３月３１日  諮問  

平成２９年５月２４日  審議（第９回第３部会）  

平成２９年６月３０日  審議（第１０回第３部会）  

平成２９年７月２６日  審議（第１１回第３部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  児童手当について  

法４条１項１号は、児童手当は、１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間にある児童（施設入所等児童を除く。

以下この章及び附則２条２項において「中学校修了前の児童」

という。）又は中学校修了前の児童を含む２人以上の児童（施

設入所等児童を除く。）を監護し、かつ、これと生計を同じく

するその父又は母であって、日本国内に住所を有するものに支

給する旨規定している。  

法４条３項は、同条１項１号又は２号の場合において、父及

び母が当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生

計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいず

れか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、

かつ、これと生計を同じくするものとみなす旨規定している。  

「児童手当Ｑ＆Ａ」（平成２４年４月２７日付厚生労働省雇用

均等・児童家庭局育成環境課児童手当管理室発出）によれば、

父母等のうち「生計を維持する程度の高い者」の判断は、原則
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として収入が高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当

することになる。所得制限導入により、所得の状況によって支

給額が異なることになるため、受給者間の公平性の観点から、

収入にほとんど差がない場合でも、一方だけが所得制限限度額

以上の所得がある場合は、基本的には当該者をもって受給資格

者と判断することが適当であるとしている（児童手当Ｑ＆Ａ問

１ (答 )）。  

そして、法５条１項は、法４条１項１号から３号までのいず

れかに該当する者の前年の所得（１月から５月までの月分の児

童手当については、前々年の所得とする。）が、法施行令１条で

定める一定額以上の所得がある者については、児童手当を支給

しないものとし、児童手当に係る所得制限について規定してい

る。  

法施行令１条は、法５条１項に規定する額は、扶養親族等及

び児童がないときは６２２万円とし、扶養親族等及び児童があ

るときは、６２２万円に当該扶養親族等及び児童一人につき３

８万円を加算した額とする旨規定し、法施行令２条は、法５条

１項に規定する所得は、地方税法５条２項１号に掲げる市町村

民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定に

よる非課税所得以外の所得とする旨規定している。  

また、法施行令３条１項は、法５条１項に規定する所得の額

は、その所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の市

町村民税に係る地方税法３１３条１項に規定する総所得金額、

退職所得金額、同法附則３４条４項に規定する長期譲渡所得の

金額等の合計額から８万円を控除した額とする旨規定している。  

⑵  特例給付について（本件処分）  

    法附則２条１項は、当分の間、法４条に規定する要件に該当

する者（法５条１項の規定により児童手当が支給されない者に
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限る。）に対し、市町村は所定の給付（特例給付）を行う旨規定

し、同条２項は、同条１項の特例給付は、月を単位として支給

するものとし、その額は、１月につき、５千円に同条３項にお

いて準用する７条１項又は３項の認定を受けた受給資格に係る

中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とすると規定している。  

なお、法７条１項、８条及び３０条の各規定等は、法附則２

条３項により特例給付に準用され、また、法施行令７条の規定

により、児童手当の受給資格者は特例給付の受給資格者に読み

替えるものとされている。  

２  これを本件についてみると、処分庁の担当職員が、夫及び請求

人の所得調査をしたところ、平成２７年中の児童手当の所得制限

限度額の算定における夫の所得金額は５，９６４，０５４円であ

り、同手当の所得制限限度額６，９８０，０００円を超えてはい

なかったものの、請求人の所得金額は１３，０９９，１９６円で

あり、同手当の所得制限限度額６，２２０，０００円を超えてい

ることを確認した。  

そのため、処分庁は、法令等（前記１・⑴）の定めに則り、夫

よりも収入が高い請求人が、法４条３項に規定する「生計を維持

する程度の高い者」であって、夫ではなく請求人を本件各児童に

係る児童手当の法４条１項１号に該当する者と判断し、夫に対し

て、児童手当支給事由消滅処分をしたことが認められる。  

その上で、処分庁は、請求人が法５条１項の規定により、児童

手当が支給されない者に該当することから、請求人に対して、法

附則２条１項及び２項の規定に基づき、本件処分を行ったものと

認められる。  

このように、本件処分は処分庁が、所得調査によって判明した

事実に基づき、児童手当に関する諸規定を適用して行ったもので

あり、違法又は不当な点はないものと認められる。  
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３  請求人は、上記（第３）のとおり主張するが、本件処分は、上

記２のとおり、児童手当の支給に係る法令の規定に則って適正に

行われたものであり、請求人の主張は、本件処分を違法又は不当

とする根拠にはなり得ないものである。  

４  上記以外の違法性又は不当性についての検討  

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や

法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適

正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

外山秀行、渡井理佳子、羽根一成  

 

 


